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▲パトロール活動

【 運 輸 部 】

　

沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
第
十
一
管
区
海

上
保
安
本
部
、
日
本
小
型
船
舶
検
査
機
構

沖
縄
支
部
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
今
年
４

月
23
日
か
ら
８
月
31
日
ま
で
の
間
、
小
型

船
舶
の
海
難
事
故
削
減
に
向
け
た
取
組
と

し
て
、
マ
リ
ー
ナ
及
び
漁
港
な
ど
で
の
パ

ト
ロ
ー
ル
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
に
よ

る
周
知
・
啓
発
活
動
を
行
う
「
小
型
船
舶

に
対
す
る
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

小
型
船
舶
の
安
全
確
保
対
策
と
し
て
、

平
成
19
年
度
よ
り
、
関
係
省
庁
や
関
係
団

体
等
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
船
舶
検
査
の

受
検
、
小
型
船
舶
操
縦
士
免
許
の
保
持
に

係
る
周
知
・
啓
発
・
パ
ト
ロ
ー
ル
指
導
を

実
施
し
て
い
ま
す
が
、
以
前
と
し
て
、
我

が
国
の
周
辺
で
は
、
毎
年
２
，
０
０
０
隻

以
上
の
船
舶
事
故
が
発
生
し
て
お
り
、

そ
の
７
割
以
上
が
小
型
船
舶
に
よ
る
も

の
で
す
。
沖
縄
総
合
事
務
局
管
内
で
も
平

成
29
年
に
60
隻
の
船
舶
事
故
が
発
生
し
て

お
り
、
そ
の
中
で
小
型
船
舶
の
事
故
は
32

隻
発
生
し
て
い
ま
す
。
特
に
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
前
か
ら
初
秋
に
か
け
て
は
、
小

型
船
舶
の
事
故
が
多
発
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
小
型
船
舶
に
対
す
る
安
全
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

パ
ト
ロ
ー
ル
活
動

　

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
、
第
十
一
管

区
海
上
保
安
本
部
及
び
日
本
小
型
船
舶
検

査
機
構
沖
縄
支
部
の
職
員
が
協
力
し
て
、

沖
縄
県
内
の
マ
リ
ー
ナ
及
び
漁
港
な
ど

で
、
①
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
着
用
義
務

拡
大
の
周
知
、
②
発
航
前
検
査
の
実
施
な

ど
の
小
型
船
舶
操
縦
者
の
遵
守
事
項
の
徹

底
、
③
船
舶
検
査
の
適
切
な
受
検
の
確

認
、
④
小
型
船
舶
操
縦
士
免
許
証
の
適
切

な
受
有
の
確
認
な
ど
の
パ
ト
ロ
ー
ル
指

導
、
ま
た
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
に
よ

る
周
知
・
啓
発
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

運
輸
部
船
舶
船
員
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小
型
船
舶
に
対
す
る

安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　小型船舶に対する
　　安全キャンペーン
　　 ～小型船舶の安全確保に向けて～
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